
別紙４－１ 

平成２６年度第 2 回さぬき市公民館運営審議会 会議要旨（要約） 

１ 日 時 平成２７年３月２６日（木）  １３：３０～１４：２５ 

２ 場 所 さぬき市津田支所２階第５･６会議室 

３ 出席者［委 員］ 

眞鍋 清髙  藤井 可郭  山本 正子  吉原 貞子  西森  武   

宮岡由喜美  森  輝代  多田 敬三  國方  弘  阿部 貢久   

満濃 敏彦 

     ［事務局］ 

安藤 正倫  和田 浩二  中野 敏記  頼富 博幸  頼富 康子 

       松岡 義治  川﨑  登  渡邉 公文 

     ［傍 聴］ 

０名 

  欠席者［委 員］ 

       細川  巖  長野 朝美  高嶋 文夫 

４ 議 題 （1）平成２６年度公民館事業報告について 

（2）平成２７年度公民館事業計画について 

      （3）施設利用料金等について 

      （4）その他 

５ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育長） 

ただいまより、平成26年度第2回さぬき市公民館運営審議会を開催させて

いただきます。 

委員の皆様方にはお忙しい中、当審議会に御出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

初めに、本日の会議に当たり、委員14名のうち、出席委員11名、委任状

提出委員3名ということで、さぬき市公民館運営審議会規則第4条第3

項の規定に基づきまして、本日の会議が成立することをご報告申し上げま

す。 

それでは、本日の会議の開催にあたりまして、安藤教育長よりごあいさ

つを申し上げます。 

（教育長挨拶） 



（事務局） 

 

 

 議 長  

（委員長） 

 

 

（事務局） 

 議 長  

（委 員） 

 議 長  

 

（事務局） 

 議 長  

（委 員） 

 議 長  

（事務局） 

 議 長  

（委 員） 

 

（事務局） 

 

 

 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

（委 員） 

 

 

 

それでは議長を眞鍋委員長にお願いいたしまして、議事に入っていただ

きたいと思います。 

委員長よろしくお願いします。 

 お手元にお配りしてございます会議の次第に従いまして、会議を進めて

まいりたいと思います。 

 最初に「（１）平成２６年度公民館事業報告について」を事務局から説

明をお願いします。 

（事務局説明） 

 ただいまの説明について、御質問等ございませんか。 

（質疑なし） 

次に、｢(２)平成２7年度公民館事業計画について｣を事務局から説明をお

願いします。 

（事務局説明） 

ただいまの説明について、質問等ございませんか。 

（質疑なし） 

 次に、｢(３)施設利用料金等について｣を事務局から説明をお願いします。 

（事務局説明） 

 ただいまの説明について、御質疑等ございませんか。 

 減額及び免除についてはどうなりますか。また、２７年度から実施する

のですか。 

 今回の議題に載せさせていただいたのは、各公民館により利用料金がバ

ラバラであるので、その不公平さをまず解消し、統一的な料金にした上で

減額及び免除についてご検討いただくようになります。また、実施時期に

ついては、平成２９年度に消費税等の増税もありますので、２７年度及び

２８年度中にこの場で検討してまいりたいと考えております。 

 公民館条例第１０条に規定されている減免については実際あるのです

か。また、同じく第１２条に規定されている損害賠償の義務について今ま

で賠償があったことはありますか。 

 第１０条の使用料の減免につきましては、公民館自主講座及びさぬき市

行政並びにさぬき市教育行政が使用するものについては、免除しておりま

す。また、施設によりましては、自治会等の総会などの使用は減額をして

おります。 第１２条の損害賠償ですが、利用者の不注意で窓ガラスを割

ってしまった場合などに支払っていただいたことはあります。 

基本的には、事務局が提示されたように使用料金を決めていったら良い

かと思います。使用率の悪いところを、使用料金を持って平均化し、使用

頻度の高い公民館や部屋について、例えば午前中に使う団体が出てくるな

どなれば良いのかと思います。 部屋の広さで料金を平準化するという事



  

 

（事務局） 

 

（委員長） 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（川崎館長） 

（渡邊館長） 

議 長  

 

 

（事務局） 

 

 

 

務局の案で基本的に良いと思います。 

今まで出された意見を踏まえ、２７年度の公民館館長会で案を策定し、

２７年度第１回公民館運営審議会に単価提示したいと思います。 

次に、｢(４)その他｣について事務局から議事があればお願いします。 

議事ではございませんが、２７年度から公民館の館長に異動がございま

すので、ご紹介をしたいと思います。 

津田公民館につきまして、現在教育部長でもあります和田浩二教育部長

が兼務しておりますが、今管理員として勤務されております寒川弘美さん

が新しく公民館長に就任されます。また、寒川公民館につきましては、川

崎登館長がご勇退され六車健さんが就任されます。長尾公民館では、渡邊

公文館長がご勇退され、市職員でありました三宅一吏さんがご就任となり

ます。 

ここで、川崎館長と渡邊館長からお言葉をいただきたくお願いします。 

（挨 拶） 

（挨 拶） 

以上で予定されていました議題については、全て終了いたしました。そ

れでは、本日の議事をこれで終了させていただきたいと思います。事務局

のほうへ進行をお返し致しますので、お願いします。 

委員長、議事進行ありがとうございました。 

以上を持ちまして、平成26年度第2回さぬき市公民館運営審議会を閉会さ

せていただきます。 

長時間のご審議ありがとうございました。 


